
エイズ専門相談実施要領 

 

１ 目的 

  本事業は、ＨＩＶ感染者・エイズ患者等のエイズに関する不安や悩みに対して、心理

的・社会的な支援を行うため「２ 事業内容」に掲げる専門相談（以下「カウンセリン

グ」という）を実施し、市民の感染不安の解消を図ることを目的とする。 

 

２ 事業内容 ※様式はＨＩＶ/エイズ検査・相談マニュアルを使用 

（１）定例専門相談 

北区保健福祉センター又は中央区保健福祉センターにおいて「１ 目的」を達成

するためにカウンセリングを実施する。 

（２）ＨＩＶ感染者等へのカウンセリング及び通訳派遣 

「６ カウンセリング実施場所等（２）」に掲げる実施場所での検査においてＨＩ

Ｖ陽性と確認された者のうち当該実施場所からの要請に基づき保健所感染症対策課

がカウンセリングを依頼し、かつ本人がこれを希望する場合において、「１ 目的」

を達成するためにカウンセリングを実施する。 

また、そのカウンセリングが北区保健福祉センター、中央区保健福祉センター、

淀川区保健福祉センター、その他本市が指定する大阪市内の場所において実施され

るもので、通訳者が必要であると本市が判断した場合、通訳派遣（英語、中国語、

韓国語、タイ語、ポルトガル語、フィリピン語（タガログ語）、ベトナム語等。以下

同じ。）を行うこと。 

 

３ カウンセリング対象者 

（１）ＨＩＶ感染者、エイズ患者又はこれらの家族・パートナー（以下、「ＨＩＶ感染者等」

という）。なお、定例専門相談については、ＨＩＶ感染の不安を訴える者も含む。 

（２）匿名での利用も可能。 

（３）継続的なカウンセリングの対象は、次のいずれかに該当する場合とする。 

ア ＨＩＶ感染に起因する心身の変化に対する不安感の高い場合 

イ 前記ア以外の場合であって、保健所感染症対策課との協議で必要性が認められ 

た場合 

 

４ カウンセラーの要件 

  次のいずれかの条件を満たす者であって適切にＨＩＶ感染者等に対するカウンセリン

グを実施できるもの。 

（１）社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士その他これらと同等以上の資格を有する

者であってＨＩＶ感染者に対する支援活動に従事した経験が３年以上であるもの。 

（２）他の自治体等におけるエイズカウンセラーとしての活動実績を有するなど前記（１）

に掲げる者と同等以上の経験を有すると認められるもの。 

 

 



５ 利用料金 

  無料 

 

６ カウンセリング実施場所等 

（１）定例専門相談 

ア 北区保健福祉センター 

毎月第１・第３水曜日（祝日除く）の午後２時から午後４時 

イ 中央区保健福祉センター 

毎月第１・３木曜日（祝日を除く）の午前９時 30分から午前 11時 30分 

（２）ＨＩＶ感染者等へのカウンセリング 

ア 北区保健福祉センター（大阪市北区扇町２－１－27） 

（ア）対応時間は、原則として月曜日・金曜日は午前９時 30分から午前 11時、

水曜日は午後２時から午後３時 30分、夜間検査実施の翌週の午後６時か

ら午後７時 30分とし、この間に来所したＨＩＶ感染者に対してカウンセ

リングを実施する。 

（イ）上記以外で本市が指定する日時に来所したＨＩＶ感染者に対してカウン 

セリングを実施する。 

（ウ）（ア）及び（イ）を実施する対象者が外国人で、日本語でのカウンセリン

グが困難であると本市が判断した場合、通訳を行うこと。 

イ 中央区保健福祉センター（大阪市中央区久太郎町１－２－27） 

（ア）対応時間は、原則として火曜日・水曜日・木曜日午前９時 30分から午前

11時、第２金曜日とし、この間に来所したＨＩＶ感染者に対してカウン

セリングを実施する。 

（イ）上記以外で本市が指定する日時に来所したＨＩＶ感染者に対してカウン 

セリングを実施する。 

（ウ）（ア）及び（イ）を実施する対象者が外国人で、日本語でのカウンセリン

グが困難であると本市が判断した場合、通訳を行うこと。 

   ウ 淀川区保健福祉センター（大阪市淀川区十三東２－３－３） 

（ア）対応時間は、原則として月曜日は午後２時から３時 30分、火曜日は午前

９時 30 分から午前 11 時とし、この間に来所したＨＩＶ感染者に対して  

カウンセリングを実施する。 

（イ）上記以外で本市が指定する日時に来所したＨＩＶ感染者に対してカウン 

セリングを実施する。 

（ウ）（ア）及び（イ）を実施する対象者が外国人で、日本語でのカウンセリン

グが困難であると本市が判断した場合、通訳を行うこと。 

エ 本市が指定した大阪市内医療機関 

原則として平日午前９時から午後５時の間で、新規分については保健所感染症

対策課が指定する時間、継続分についてはカウンセラーが当該ＨＩＶ感染者等及

び医療機関と調整した時間に、ＨＩＶ感染者等に対してカウンセリングを実施す

る。 



オ 上記以外で本市が指定する大阪市内の場所、日時でＨＩＶ感染者に対してカウ

ンセリングを実施する。 

なお、実施場所は、プライバシーに配慮された部屋の確保に努めること。 

７ 事業実施手順 

（１）定例専門相談 

ア 保健所感染症対策課は、予め北区保健福祉センター及び中央区保健福祉センタ

ーに担当のカウンセラーの氏名を報告する。 

イ 北区保健福祉センター及び中央区保健福祉センターは、予めプライバシーに配

慮された部屋を確保する。 

ウ 北区保健福祉センター及び中央区保健福祉センターは、常設健康相談や電話相

談においてエイズ専門相談の利用が適当と認められ、かつ本人が利用を希望す

る場合、エイズ専門相談の利用を提案する。 

エ 定例相談実施日に北区保健福祉センター及び中央区保健福祉センターは、カウ

ンセリングが円滑に実施されるよう、事前相談を受けた場合は、予めカウンセ

ラーに伝える。 

オ カウンセリング希望者が来庁すれば、北区保健福祉センター及び中央区保健福

祉センターの職員は、カウンセリングを実施する部屋まで案内する。 

カ 北区保健福祉センター及び中央区保健福祉センターの職員は、カウンセラーに 

「エイズ専門相談及び陽性告知出退勤簿」の記載を確認する。 

キ 北区保健福祉センター及び中央区保健福祉センターの職員は、カウンセリング 

終了後、カウンセラーから提出される「エイズ専門相談記録票」を受領し、そ

の写し（１部）をカウンセラーに交付する。 

（２）ＨＩＶ感染者等へのカウンセリング（新規分・区での陽性告知） 

ア 北区、中央区又は淀川区保健福祉センターで実施するＨＩＶ検査の結果、陽性 

となった者がいた場合、保健所感染症対策課は、当該区保健福祉センターに電

話連絡し、当該区保健福祉センターはプライバシーに配慮された部屋を確保す

る。 

イ 保健所感染症対策課は、カウンセラー派遣の調整が整い次第、当該区保健福祉

センターに担当カウンセラー氏名を電話及びメールで報告する。通訳が必要な

場合も同様に調整及び報告する。 

ウ 当該区保健福祉センターは、医師による告知後、カウンセリングを紹介し、本

人がこれを希望した場合、カウンセリングの部屋へ案内する。通訳派遣の場合

は、本人に同意を得た上で、通訳を利用する。 

エ 当該区保健福祉センターの職員は、カウンセリング及び通訳終了後、カウンセ

ラー及び通訳者から提出される「エイズ専門相談記録票」を受領し、その写し

（１部）をカウンセラー及び通訳者に交付する。 

オ なお、当該ＨＩＶ感染者等の急な予定の変更があれば、当該区保健福祉センタ

ーと保健所感染症対策課は、速やかに必要な連絡調整を行う。 

（３）ＨＩＶ感染者等へのカウンセリング（新規分・医療機関からの依頼） 

ア 「６ カウンセリング実施場所等」に掲げる医療機関は、主治医等の診療従事  



者がカウンセリングの必要性を認め、かつ本人が利用を承諾した場合、保健所

感染症対策課にカウンセラーの派遣を依頼することができる。なお、当該医療

機関においてプライバシーに配慮された部屋を確保しておく。 

イ 保健所感染症対策課は、「エイズ専門相談カウンセラー派遣要請シート」にてカ

ウンセラー派遣の調整が整い次第、当該医療機関に担当カウンセラー氏名を電

話連絡する。 

ウ 当該医療機関の職員は、カウンセリング終了後、カウンセラーから提出される

「エイズ専門相談及び陽性告知記録票」を受領し、その写し（１部）をカウン

セラーに交付する。 

エ なお、当該ＨＩＶ感染者等の急な予定の変更があれば、当該医療機関と保健所

感染症対策課は、速やかに必要な連絡調整を行う。 

（４）ＨＩＶ感染者等へのカウンセリング（前記（３）の継続分） 

ア 継続的なカウンセリングの実施日、時間帯は、カウンセラーがＨＩＶ感染者等 

及び当該医療機関と調整するので、当該医療機関は、プライバシーに配慮され

た部屋の確保など円滑なカウンセリングに協力する。 

イ 当該医療機関の職員は、カウンセリング終了後、カウンセラーから提出される

「エイズ専門相談記録票」を受領し、その写し（１部）をカウンセラーに交付

する。 

ウ なお、当該ＨＩＶ感染者等の急な予定の変更があれば、カウンセラー、当該医

療機関及び保健所感染症対策課は、速やかに必要な連絡調整を行う。 

 

８ 報告 

（１）区保健福祉センター 

毎月５日までに前月分のエイズ専門相談及び陽性告知の実績について以下のとお

り保健所感染症対策課へ提出する 

・「エイズ専門相談及び陽性告知出退勤簿（様式 14-①）」の写し 

・「エイズ専門相談及び陽性告知報告書（様式 14－②）」にカウンセラー及び通訳

者から受領した、「HIV結果陽性時対応記録(様式 12号)」「エイズ専門相談記録

票（様式 13号）」の写しを添付 

（２）「６ カウンセリング実施場所等」に掲げる医療機関 

 毎月５日までに前月分のエイズ専門相談の実績を「カウンセリング実施報告書（様

式 15 号）」と「エイズ専門相談記録表（様式 13 号）」の写しを、保健所感染症対策

課に提出する。カウンセラーが来所したが、相談者が来所せず相談がなかった場合

は、「カウンセリング実施報告書」（様式 15号）のみ送付する。 

 

９ 秘密の保持 

  「６ カウンセリング実施場所等」に掲げる各実施場所及び市保健所は、「エイズ専門

相談記録票」の取り扱いに関し十分注意を払い、情報漏えいなど生じることのないよう、

厳重に管理しなければならない。 

 



附則 

この実施要領は、平成 23年４月１日から適用する。 

附則 

この実施要領は、平成 23年７月１日から適用する 

附則 

この実施要領は、平成 28年４月１日から適用する 

附則 

この実施要領は、平成 29年４月１日から適用する 

附則 

この実施要領は、平成 30年４月１日から適用する。 

附則 

この実施要領は、平成 31年４月１日から適用する。 

附則 

この実施要領は、令和２年４月１日から適用する。 

附則 

この実施要領は、令和４年４月１日から適用する。 

附則 

この実施要領は、令和５年４月１日から適用する。 

附則 

この実施要領は、令和７年４月１日から適用する。 


